
日 曜日 16 月 げんき集会（5歳児）・卒園式予行

1 日 17 火 えいごで遊ぼう・園医巡回

2 月 えいごで遊ぼう・諸費袋配布 18 水 思い出袋持ち帰り（0～4歳児）

3 火 おわかれ会・諸費集金 19 木

4 水 キッズサッカー・身体計測 20 金

5 木 21 土

6 金 22 日

7 土 23 月 用品持ち帰り用紙袋

8 日 24 火

9 月 25 水 卒園式

10 火 避難訓練・幼年消防クラブ員引き継ぎ 26 木

11 水 人権を確かめあうつどい 27 金 避難訓練

12 木 視力検査（3歳）思い出袋持ち帰り（5歳）28 土

13 金 誕生会 29 日

14 土 30 月

15 日 　 31 火 保育用品持ち帰り

日に日に厳しい寒さも和らぎ、春の陽気を感じられるようになりました。日中の陽射しが心地よく、子ど

もたちは元気に戸外遊びを楽しんでいます。

先日の生活発表会にはお忙しい中、出席して頂きありがとうございました。緊張しながらも、友達と一緒

に表現することが出来ました。お家の方に見守られ、「がんばったね。」の声をかけてもらうことができて、

子どもたちは達成感を味わうことが出来たと思います。

いよいよ今年度も残りわずかとなりました。色々な経験を通して、この一年で大きく成長した子どもたち

の姿に頼もしさを感じます。

子どもたちの成長を振り返りながら、残りの日々を楽しく過ごしていきたいと思います。

3月の行事予定

令和8年2月27日（金）

天満保育所

＜3月のねらい＞

◎寒暖差や一人一人の体調に気をつけながら、健康に過ごせるようにする。

◎一人一人の思いに寄り添い丁寧に関わりながら、安定した生活が送れるようにする。

（0，1，2歳児）

○春の訪れを感じながら、戸外で体を動かして遊ぶことを楽しむ。

→①健康な心と体 ⑦自然との関わり・生命尊重 ⑨言葉による伝え合い

（3，4，5歳児）

○友達との関わりの中で、自己を十分に発揮しながら活動に意欲的に取り組む。

→②自立心 ③協同性 ④道徳性・規範意識の芽生え ⑥思考力の芽生え ⑨言葉による伝え合い

○戸外遊びや散歩に出かけ、春の訪れに興味や関心をもつ。

→①健康な心と体 ④道徳性・規範意識の芽生え ⑦自然との関わり・生命尊重 ⑧数量や図形、標識

や文字などへの関心・感覚

３月の園だより

～ ドキドキ ワクワクの発表会 ～

生活発表会に向けて活動してきた子どもたち。毎日の

取り組みを通して、色々な力が育ってきました。

②自立心 いろいろある役の中から、自分でやりたい役を

決め、小道具や衣装作りも自分達でしました。

③協同性 同じ役になった友達と息を合わせてセリフを

言ったり、動きを揃えて体を動かしたり、力を

合わせて取り組みました。

⑥思考力の芽生え

どんな風に踊る？セリフは何ていう？みんなで

考えを出し合って作りあげました。

⑩豊かな感性と表現

役になりきって、うたをうたったり踊ったりし

て自由に表現することを楽しんでいました。

◎この他にも、もっと色々な10の姿が育まれています。

これからの子どもたちの成長が楽しみです。

☆お知らせ☆

○卒園式は3月25日（水）です。以前お渡しした手紙をご覧ください。

（らいおん組の保護者の方の参加を、よろしくお願いします。）

○31日（火）に保育用品を持ち帰ります。23日（月）までに、大きめの紙

袋に名前を記入して持って来てください。

○3月の諸費集金日に、新学期用品の代金も集めさせていただきます。

○令和8年度 職員紹介・クラス担任について

4月3日（金） 15時より玄関前に貼り出します。

○令和8年度 入園式は4月7日（火）です。

※継続児は平常保育です。

（0，1，2歳児）

・子どもたちが、日頃から親しんでいたお話の、表現遊び

劇遊びをしました。保育士の真似をして体を動かしたり、簡

単な言葉のやりとりをしたりと、楽しんで表現することができ

ていましたね。

・ひよこぐみ 「だるまさんが」の絵本も、ラーメン体操もみん

な大好き！保育士のまねっこをして、色々な

ポーズが出来るようになりました。

・りすぐみ かなづちを手に持ち、トントントン。

おおかみさん（保育士）と一緒に「ふー！」

と息を吹きかける場面がお気に入り。

友達と笑いあう姿が印象的でした。

・ぱんだぐみ 劇遊びで使うお面や、小道具も保育士と

一緒に作りました。段ボールで作った草は

絵の具をローラーを使って塗ったり、手形

を押したりして作っていました。

◎幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿と、3つの視点から◎

施設型給付費の額について（お知らせ）

保護者が保育所やこども園を利用するために支給されたとみなされる費用

（施設型給付費）の額をお知らせすることが、国の基準により定められて

います。令和7年度の市立保育所・こども園の施設型給付費の額を、3月下

旬から市ホームページ（ホーム→子育て・教育→育児（未就学児）→保育

所・こども園→お知らせ）に掲載します。書面での通知を希望される場合

は、市役所保育幼稚園課（0745-22-1104、内線2582）までお問い合わせく

ださい。


